
児童福祉施設等（母子生活支援施設）　１施設

【浦和区】
施設名 施設の経営主体 実施区分 実施日 文書指導事項 回答

けやき荘
社会福祉法人
さいたま市社会
福祉事業団

一般指導監査 令和4年11月14日
当期末支払資金残高が運営費（措置費）収入の３０％を超えてい
ますので、決算時には３０％以下の保有となるよう適正に運営し
てください。

令和4年度補正予算時に、当期末支払資金残高が運営費収入
の30％以下となるよう、拠点区分間繰入金支出で支出してお
ります。


